
避難情報

　羽曳野市では、災害発生のおそれのあるときや、災害が発生したときには『羽曳野市災害対策本部』を設置します。また、災害の危険が高まり、
避難が必要となる場合には、避難情報を発表します。避難情報の内容と周囲の状況に注意して適切に避難しましょう。

災「、は合場なうよのこ。すまりあがとこく続間日数が況状いくにりがなつが話電、し加増に激急が用利話電、は時生発害災大のどな水洪や震地　
害用伝言ダイヤル」・「災害用伝言板サービス」・「災害用ブロードバンド伝言板（web171）」が開設されます。

災害用伝言ダイヤル

災害用伝言板サービス

「171」をダイヤルし、ガイダンスに従ってください

　このサービスは、大規模な災害が発生し
割役の）報情否安（」板言伝の声「、合場た

をする電話サービスです。被災地内とその他
の地域の人 と々の間などで、伝言の登録・
再生をすることができます。毎月1日・15日、
正月三が日、および防災週間・防災とボラン
ティア週間においてお試し利用ができます。

　携帯電話を使って被災者は安否状況の伝言を登
録し、外部の人がその伝言を確認できます。
　携帯電話のトップメニューから「災害用伝言板」を
開き、伝言の登録・確認を行います。

※携帯電話・スマートフォンからも利用できます。
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おおさか防災ネットの防災情報メール配信サービスは、気象・
地震・津波情報、災害時の避難勧告・指示などの防災情報につ
いて、メールで配信するものです。
「touroku@osaka-bousai.net」　　　　　　　　　　　　　　　へ
空メールを送信し、登録を行ってください。（ ）

おおさか防災ネット

配信サービス
防災情報メール

※詳しくは、http://www.osaka-bousai.net/habikino/PreventlnfoMail.htmlをご覧ください。

避難情報について

災害用伝言サービス

避難情報の種類及び、とるべき行動

●気象庁ウェブサイト
https://www.jma.go.jp/jma/index.html

●川の防災情報ウェブサイト
http://www.river.go.jp/

●大和川河川事務所
https://www.kkr.mlit.go.jp/
yamato/index.php

●おおさか防災ネット
http://www.osaka-bousai.net
/habikino/index.html

●大阪府河川防災情報
http://www.osaka-kasen
-portal.net/suibou/

●羽曳野市役所
https://www.city.habikino.lg.jp

災害時の情報入手先

避難情報伝達の経路

大阪管区気象台

市民のみなさん

羽曳野市役所（災害対策本部）

国土交通省 大阪府
気象予報・土砂災害警戒情報

防災行政無線・緊急速報メール 等報道
（テレビ・ラジオ） 町会・自主防災組織 等広報車 消防団

（水防団）

雨量情報・水位情報・土砂災害警戒情報

警戒レベル3
高 齢 者 等 避 難

警戒レベル5
緊急安全確保

警戒レベル4
避 難 指 示

こんな時は電話で 06－6582－7119または ＃7119 → 救急安心センター
●病院にいったほうがいい？ ●応急手当の方法は？
●近くの救急病院はどこ？ ●救急車を呼んだ方がいい？

消防119番・警察110番いざというときの連絡先

羽曳野市役所 羽曳野市水道局 072-958-1111

羽曳野警察署 大阪ガス（ガスもれ専用） 0120-3-19424

柏原羽曳野藤井寺消防組合消防本部 大阪ガス（その他） 0120-3-94817　　　　　　　　　　　

名称 電話番号 名称 電話番号

関西電力送配電（株）
(停電や電線電柱の設備異常) NTT(電話の故障) 113※加入電話の事業者により　つながらない場合があります

防災行政無線（屋外スピーカー）
放送された内容を「聞き逃した」または「もう一度聞きたい」場合 電話応答サービス　  0800-1000-003(通話料無料)
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〈警戒レベル4までに必ず避難 !〉

警戒レベル 避難情報等 発令時の状況 取るべき行動
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全員避難

高齢者等は避難

緊急安全確保

避難指示

高齢者等避難

大雨・洪水・高潮
注意報等
〔気象庁が発表〕

早期注意情報
〔気象庁が発表〕

既に災害が発生している状況を把握した
段階。 ・命の危険。直ちに安全確保をしてください。

通常の避難行動が出来る者が避難行動を
開始しなければならない段階であり、人
的被害の発生する可能性が明らかに高ま
った状況。

災害による人的被害が予測されるとき
に、避難行動のため高齢者等早めの避
難を呼びかけるために発令。

・速やかに避難しましょう。
・避難所への避難を開始しましょう。
・逃げ遅れた場合や屋外に出るとかえって
　危険と判断した場合は、建物の２階や斜
　面と反対側に逃げるなど屋内のより安全
　な場所に避難しましょう。

・テレビ等から最新の情報を収集し避難の
　準備をしましょう。
・避難に時間のかかる高齢者らは避難を開
　始しましょう。

※令和3年5月20日現在の情報です。今後、変更となる場合があります。
※最新情報は、テレビやインターネット等で確認してください。

気象状況の悪化

今後気象状況の悪化のおそれ

・ハザードマップ等により災害が想定
される区域や避難先の避難経路を確認
しましょう。

・災害への心構えを高める必要があり
ます。


